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デジタル・ディバイド解消にデジタル・ディバイド解消に
向けての意見・提案向けての意見・提案

宮城大学・事業構想学部
デザイン情報学科 教授

富樫 敦
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七ヶ宿ダム

長老湖

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 水と歴史の館

道の駅ビューランドありや

南蔵王青少年旅行村
安藤家本陣

水芭蕉群生地
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中山間地が抱える課題

×× 過疎過疎

×× 高齢化高齢化

×× 医療・福祉医療・福祉

×× 教育教育

×× 産業の振興産業の振興

×× 情報通信環境の整備情報通信環境の整備

三位一体（仮説）
地上デジタル＝ブロードバンド＝携帯電話

東北地方のＢＢ状況

宮城県のＢＢ状況

総務省の資料より（Web公開資料）

× 未解消地域は全て（ほと
んど）重なる

■■ 地上デジタル放送未カ地上デジタル放送未カ
バーエリア（地域）バーエリア（地域）

■■ ブロードバンド・ゼロ地域ブロードバンド・ゼロ地域

■■ 携帯電話不感地帯携帯電話不感地帯
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ＢＢ（＝モーセ）が地上デジタ
ル・携帯電話の課題を解決する．

× ブロードバンドが他の２課題を解決
■ブロードバンド敷設により，法制度の改定により，

マルチキャストによる地域限定のデジタルテレビ
放送の送信及び携帯電話基幹通信網の整備が
可能．（ＢＢが地域の情報通信課題を解決ＢＢが地域の情報通信課題を解決．）

× 三位の違い
■■ 地上デジタル放送地上デジタル放送：純ライフライン（テレビが見れ

なくなる）

■■ 携帯電話携帯電話：准ライフライン

■■ ブロードバンドブロードバンド：まだまだ贅沢品（→ライフライン→ライフライン）

国・都道府県主導のデジタル・デバイ
ド解消策の重要性（背景）

× デジタル・ディバイド解消に向けた和歌山県の取組
■ 県が県下の市町村を主導し，目標，ロードマップ等，計画レベルから

支援し全県一体となってデジタル･ディバイド解消へ取組む模範例．

× 都道府県主導のデジタル・デバイド解消策の必要性
■ 2010年に向けたデジタル･ディバイド解消に関し，国と電気通信事業

者努力には各々限界がある．

■ 各都道府県が積極的に市町村を主導していく必要がある．

× デジタル・デバイド解消に係わる都道府県主導の課題
■ 市町村におけるブロードバンド整備における地域的課題（特性）

■ 都道府県レベルでのデジタル･ディバイド解消に向けた取組みでの
レベル差（地域格差）差が生じる可能性が高い．
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国・都道府県主導のデジタル・デバイ
ド解消策の重要性：提言

× 各都道府県において，市町村のデジタル･ディ市町村のデジタル･ディ

バイド解消に向けた取組みへの支援施策バイド解消に向けた取組みへの支援施策を策
定･実施すること．

× デジタル･ディバイド解消戦略会議では，各都
道府県が支援施策を策定･実施する際の取組取組
み方針やロードマップみ方針やロードマップ（例）（例）を策定すること．

× 国は，各都道府県の支援施策の策定･実施に
あたり，人材派遣や策定費用の負担軽減につ人材派遣や策定費用の負担軽減につ

いていてのの支援支援を行うこと．
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Ｈ１９.１０.２ 

北 海 道 

 

１ ブロードバンドの現状について 
 

■ 過疎地域や山間地域などは、ブロードバンド環境が整備されていない地域が多い。 

     ・ゼロ市町村     ２町村／１８０市町村（島牧村:約 1,000 世帯、礼文町:約 1,500 世帯） 

     ・ゼロ地域の世帯  ２４.６万世帯／258 万世帯 （１９年３月現在、ロードマップによる。） 

 

■ 未整備地域を有する市町村においては、整備方策が「未定」又は「検討中」の地域が６割

を占める。 

    ・「未定」又は「検討中」である地域        約 ６０％ 

    ・「民設民営」（民間による整備を期待）の地域  約 ３５％ 

（以上、１９年９月現在、道の調査（精査中）による。） 
 

■ 大半の未整備地域は、需要（世帯数）が少なく、民間による整備は困難と見込まれること

から、市町村による地域公共ネットワークの整備などに依存せざるを得ない状況にある。 
 

■ しかし、道内の市町村は、総じて厳しい財政状況にあり、地域公共ネットワークの整備計

画をもたない市町村が多い。 

   ・実質公債比率による地方債許可団体 ７９市町村 

（平成１９年度実質公債比率１８％以上の市町村、道の調査（速報値）による。） 

・地域公共ネットワークの整備状況  

   整備済み：９０市町村  整備予定：６９市町村  計画なし：２１市町村 

（１８年７月現在、北海道総合通信局の調査による。） 

 

 

２ 携帯電話の現状について 
 

■ 過疎地域や山間地域を中心に、携帯電話の不感地域が残されている。 

     ・87 地域（４６市町村、約３,５00 世帯） （１９年４月現在、道の調査による。） 

     ・上記の地域（集落）のほか、観光地や国道沿いなどにおいても相当数の不感地域が

ある。 
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第 1 回デジタル・ディバイド解消戦略会議 

岩手県意見 
 

 

１ 平成20年度総務省所管予算概算要求内容等について 

  ・地域情報通信基盤整備推進交付金の増額、補助率引き上げ 

２ 通信事業者からの情報提供の重要性について 

  ・エリアのエッジ、サービス提供条件の明示 

３ 基盤の共同利用の推進について 

  ・携帯電話基地局、局舎、地域イントラ整備済施設、空き心線 

４ 整備困難なブロードバンドゼロ地域の解消について 

  ・衛星、3.5Ｇ携帯電話の活用について 
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デジタル・ディバイド解消に向けた秋田県の取組について 

 

平成１９年１０月２日 

秋 田 県           

 

ブロードバンドの整備レベル 

 

 

 

県内での情報格差 

 

 

 

携帯電話不感集落の状況 

 

 

 

秋田県にとってのデジタル・ディバイド解消の意義 

 

 

 

 

東北地方は全国的に見てブロードバンド基盤整備が特に遅れており、特に秋田

県はブロードバンド世帯カバー率が全国で４５位となっている。 

（全国：９５．２％、秋田県：８４．６％；総務省資料より） 

秋田県内において超高速ブロードバンドサービス(光)利用可能世帯率が１０

０％となっている市町村は３つのみであり、０％となっている市町村も６つあ

るなど、地域間格差が広がっている。（県内全市町村数：２５） 

 秋田県内においては、携帯電話を全く利用できない集落が３０３箇所存在。 

・県内にはおよそ７０もの災害時情報孤立集落が残っており、災害発生前の情

報収集や発生後の非常連絡手段として、ブロードバンドや携帯電話の活用が

期待される 

・過疎化により地域の病院・診療所の廃止統合が進んでおり、医療情報の共有

による格差是正のためにはブロードバンド基盤が必要 

・電子入札や電子申請の促進のためには、誰でも県内どこからでも利用できる

ブロードバンド環境整備が必要 

・全国に比べて少子高齢化の進展が早い本県においては、インターネットを通

じた県外への物産販売、観光情報発信など、ブロードバンドを活用した地域

経済活性化策が必要 
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秋田県におけるデジタル・ディバイド解消のための取組 

 

 

 

 

 

 

 

【あきたＩＣＴ基本戦略２００６（平成１８年３月）】 

「暮らしや産業の情報化の推進」と「情報通信基盤の整備」の二つを情報化

基本戦略の大きな柱とする方針を策定 

 

【平成２２年度までの整備目標】 

・携帯電話世帯カバー率を合併前の６９市町村全てで９０％以上にする 

・ブロードバンド世帯普及率を６０％以上にする 

 

【補助事業の実績（平成１６～１８年度）】 

移動通信用鉄塔（国庫、県単）：２３箇所、ＡＤＳＬ設備：１７箇所 
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平成 19 年 10 月 2 日 

デジタル・ディバイド解消戦略会議資料 

デジタル・ディバイド解消に向けて 

新潟県総務管理部情報企画監  松下 邦彦 

 

１ 新潟県の現状・課題 

 （１）ブロードバンド 

   ・ブロードバンド未整備地域は中山間地域や局舎からの距離が遠いなど地形等の課題

があり、人口が少なく平均年齢も高い傾向 

・市町村で整備検討しているが、ブロードバンドに対する要望は FTTH が中心 

   ・厳しい財政事情のなか全域の整備が困難なケースはスポット的な解消が課題 

   ・安価な整備手法として無線を検討しているが、当該ブロードバンド未整備地域まで

の中継回線の確保が重要 

 （２）携帯電話 

   ・携帯電話の不感地区は小規模な集落が多い。 

   ・移動通信用鉄塔整備事業の採択基準が事業費５千万円、平成 20 年度は３千万円以上

であり、対象となる鉄塔整備事業が少ない 

 

２ 検討すべき課題 

 ・小規模・不採算地域への補助（自治体の負担がより少ないスキーム） 

 ・スポット的なブロードバンド未整備地域の解消モデルの確立 

 ・イニシャルコストだけでなく、ランニングコストの負担軽減 

・（高齢者等）ニーズ確保のためのアプリケーションの開発 

 

３ 要望 

 ・条件不利地域で整備する（無線を活用した）ブロードバンドサービスについて、携帯電

話を対象とした無線システム普及支援事業と同様なランニングコストの支援をお願いし

たい。 

 ・特に離島等の条件不利地域で衛星通信を活用したブロードバンド整備を行う場合のラン

ニングコストについて対象とするようお願いしたい。 

 ・移動通信用鉄塔整備事業について小型鉄塔整備への補助をお願いしたい。 
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ブロードバンド基盤整備の困難地域や携帯電話の不感地帯の特性と課題 

 

栃木県経営管理部長 田村 澄夫  

 

１ 対象地域の特性 

（1）ブロードバンド、携帯共通 

ア 山間部（谷あいに集落が点在している地

域） 

（2）ブロードバンドのみ 

ア 平野部の農村地域（条件不利地ではない

が、人口密度が低く、局舎から遠い地域） 

 

２ 対象地域における課題 

（1）ブロードバンド、携帯共通 

ア 対策を立てる上で必須となる、整備の現

状、事業者の整備計画等の情報の把握が困

難。 

イ 技術的な困難はないが、人口・世帯数が

少なく、民間事業者の投資インセンティブ

が働かない。（採算面での費用対効果） 

ウ 財政的に厳しい自治体ほど整備の必要が

あるというジレンマ。（他の政策課題も多く、

優先順位が上がらない） 

 

（2）ブロードバンドのみ 

ア 次世代ブロードバンド技術に関する情報が

少ない。 

イ 高齢化率が高い条件不利地域等の住民に対

する、有効な需要喚起策が確立していない。 
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2007/10/1 
徳島県 地域振興局 

 

デジタル・ディバイド解消に向けての課題・論点，意見・提言 

 

１ デジタル・ディバイド解消に向けての課題・論点について 

 ブロードバンド整備の進んでいない地域については，山間地や離島など地理的不利な地域で，

整備コストが掛かるうえに，高齢化・過疎化が進み，ブロードバンドへのニーズが乏しい地域と

なっている。 

  

【本県における取組】 

 徳島県では，地上デジタル放送への移行に際して，従来から視聴してきた県外放送波を受信す

るために，全県を挙げた対応策が必要となった。 

このピンチをチャンスとして，地上デジタル放送への対応に加えて，全県的に，ブロードバン

ド環境の整備，ＩＰ電話の整備，地域情報の発信という一石四鳥の効果を持つ全県ＣＡＴＶ網構

想を平成１４年１月から推進しており，過疎地域では，総務省の補助金・交付金・地方債制度な

どを活用して，公設民営による整備が進んでいる。 

整備コストの問題については，総務省の各種支援策をうまく活用し，地デジ対応とブロードバ

ンド整備を結びつけ，デジタル・ディバイド解消に繋げてきている。 

また，このような各種支援策を活用し，市町村負担を軽減することで，利用者料金を安く抑え

ることが出来ている。 

 

【ブロードバンド基盤整備を推進していくなかで残された課題】 

 ○民間事業者が一部地域に進出している市町村では，民間事業者が整備しないエリアを，市町

村自らが整備しようとした際，市町村と民間事業者の整備エリアの棲み分けが問題となって

いる。 

 ○少子高齢化により，地域に住む人の減少が進み，集落そのものの存続が危惧されている地域

もあり，そういった地域における，ブロードバンド基盤整備の必要性が問題となっている。 

 ○全国的な傾向として，整備エリアの拡大と，利用者の増が必ずしも同じではなっていない。

ブロードバンドについて，いかに利用に繋げていくかという問題がある。 

  

２ 意見・提言について 

 民間企業が進出しないエリアは，地方自治体が整備するしか，デジタル・ディバイド解消の道

は無い。今残っているブロードバンドゼロ地域は，これまでの支援策では整備されてこなかった

特に条件不利地域であると考えられることから，地方自治体が整備を進めていくためのインセン

ティブとして，国の支援策として，今以上に有利な支援策が必要である。 

 徳島県には，高齢者がパソコンや携帯電話を活用して「つまもの」の受発注を行う全国的にも

有名な上勝町の「いろどり事業」が展開されている。このいろどり事業に代表されるように，地

域活性化に，ブロードバンドをはじめとするＩＣＴは重要なツールであると考える。 

 上勝町の成功は，高齢者に使いやすい端末を導入し，また，株式会社いろどりが運用面のサポ

ートすることで，高齢者が親しみやすい利用環境を構築したことが，大きな要因となっている。 

 このように，ＩＣＴの利活用の推進には，テレビや携帯電話と同じように誰でも簡単に利用で

きるような機器やシステム構築の開発・提供が必要であると考え，それに向けての国や民間事業

者の取組が重要になってくるものと考える。 



総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議」 第 1 回資料 1-6 各構成員からの意見等 

- 13 - 

 

 



総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議」 第 1 回資料 1-6 各構成員からの意見等 

- 14 - 

 

 



総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議」 第 1 回資料 1-6 各構成員からの意見等 

- 15 - 

 

 



総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議」 第 1 回資料 1-6 各構成員からの意見等 

- 16 - 



総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議」 第 1 回資料 1-6 各構成員からの意見等 

- 17 - 

第 1 回デジタル・ディバイド解消戦略会議 事前提出資料 

 

長崎県総務部理事 

島村 秀世 

 

 

＜ブロードバンド・携帯電話サービスの維持＞ 

固定電話維持のため利用者が負担している費用（ユニバーサルサービス料）を、不採算地

域における、固定電話・ブロードバンド・携帯電話の各サービス維持費用として活用できる

制度とすることが望まれる。 

・現行のユニバーサルサービス制度は、固定電話だけでなく IP電話・携帯電話などの事業

者（実質的には利用者）が負担しているにも関わらず、ブロードバンド及び携帯電話網

の維持には活かされていない。また、一般的なブロードバンド接続のみの利用者は負担

がない不均衡な状態でもある。 

・負担金を拠出する事業者の要件見直しも視野に入れ、ブロードバンド・携帯電話サービ

スも、固定電話と同等に全国的に支えていく必要がある。 

 

 

 

＜離島地域への通信サービス確保＞ 

離島の主たる地域に、民間通信事業者によってギガクラスの通信サービスが提供されるよ

うに、国の責任において事業者を支援することが必要不可欠である。 

・ブロードバンド施設整備に関しては、国や自治体の補助等を利用することで各市町村行

政区域内でのサービス確保はできるとしても、離島においては、本土（インターネット

中継点）までの伝送路確保が著しく困難で、各市町村での解決は不可能である。 
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鹿児島県におけるブロードバンド・ゼロ地域解消への取組について 
 

１ 条件不利地域の状況について 

条件不利地域 

過疎 辺地 離島 半島 

43 市町村 43 市町村 23 市町村 18 市町村 

〔備考〕一部地域でも該当する場合は市町村数に計上し、複数の指定を受けている市町

村については、各指定毎に計上 

 

 

２ 現状について 
(1) 県内市町村の環境（平成 19 年 6 月末現在） 

ブロードバンド 

FTTH ADSL CATV 計 
ISDN 

19 市町 28 市町村 － 47 市町村 2 村 

〔備考〕複数のサービスが提供されている市町については、最上のサービス区分で計上 

 

(2) ブロードバンド・サービス利用可能世帯率（単位：％） 

区分 H18.3 末 H19.6 末現在 

県 76.2 84.9

全国 93.9 95.6

※ ブロードバンド世帯普及率においても、28.1％で全国最下位である。 

特に、離島地域においては 20％程度と、さらに低い状況である。 

 

 

３ 市町村・県の取組について 
(1) ブロードバンド整備に取組む市町村を支援 

高速インターネット環境整備事業（平成 17～18 年度） 

〔目的〕 ブロードバンド・ゼロ市町村の解消 

〔概要〕 ADSL サービス未提供の町村において、サービスの提供に必要な機器整備

を行う民間事業者に対し、町村とともに支援 

    （県：整備費用の１／２補助、市町村：整備費用の１／２補助） 

〔実績〕 平成 17 年度で５町村、平成 18 年度は３町村を整備し、三島村と十島村

以外の県内全市町村でブロードバンド環境整備が整った。 

 

ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業（平成 19 年度～） 

   〔目的〕 ブロードバンド・ゼロ地域の解消 

   〔概要〕 ブロードバンドサービスの提供が見込めない地域を有する市町村において、

サービスを提供するための施設整備を行う場合に、その経費の一部を補助 

        県：補助対象経費の１／３補助、市町村：補助対象経費の２／３補助、一

部事業者負担あり 

   ※県の基本的スタンス 

        光ファイバの整備を進めていきたいが、条件不利地域においては、民間通信事業者に

県内の市町村数は平成

19 年 9 月時点で 49 
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とって採算性等の問題があるため、当面 ADSL を中心とするブロードバンド基盤整備

を市町村と連携しながら進めていくこととしている。 

 

 (2) 離島地域におけるブロードバンドの整備手法の調査・研究を推進 

   国、村、鹿児島大学及び民間通信事業者と連携し、離島でのブロードバンド整備の在

り方について調査・研究事業を実施。 

 

 

４ 今後の課題 
 (1) 著しく条件の不利な市町村に対する支援の拡充 

  ・ 総務省の平成 20 年度予算要求において、「地域情報通信基盤整備促進交付金」で、

特に条件の悪い自治体に対する交付率を１／３から１／２に嵩上げし、「地域イントラ

ネット基盤施設整備事業」でも離島に対する補助率を１／３から２／３に嵩上げする

形で要求されている。しかし、本件における三島村・十島村のように財政力指数がか

なり低い市町村においては、交付率等が嵩上げされても国庫補助事業の実施は困難で

ある。 

    ※財政力指数：三島村 0.05 

（人口 462 人、平成 17 年度普通会計歳出額 23 億） 

           十島村 0.06 

（人口 673 人、平成 17 年度普通会計歳出額 46 億） 

 

(2) ブロードバンド・ゼロ地域解消事業（特別交付税措置、辺地債・過疎債）の条件緩和 

 ・ ブロードバンド整備を行う民間事業者に対して市町村が支援する場合に、その支援

額については、平成 18 年度から特別交付税が措置され、平成 19 年度から辺地債・

過疎債の対象とされたところであるが、辺地債・過疎債を活用する場合は、全体事業

費の１／２以上を事業者が負担することが条件となっている。 

   しかし、現在残されているブロードバンド・ゼロ地域は、採算性の問題等で事業者

がブロードバンド・サービスの提供を行えない地域であり、事業費の１／２以上を事

業者が負担することが困難である。 

   実際、本県においては、県単独事業である「ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事

業」で今年度は 8 地域でブロードバンド整備を実施するが、電気通信事業者の負担が

１／２以上になっているのは２地域のみで、８地域平均の負担率は 38.8％となって

おり、辺地債・過疎債がほとんど利用できない状況となっている。 
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デジタル･ディバイド解消戦略会議 

事前検討内容 

                               ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ（株） 

                                 吉室 誠 

 

・ ブロードバンドや携帯電話のサービスを提供するのは民間企業が主体である。 

そのため、ランニングコストも含めて収支があう形での提供ができるかどうかが

重要である。 

  しかし、残りの未サービス地域の解消は国全体の問題であり、上記のベースを踏

まえたうえで、民間通信事業者として何ができるかを考える必要がある。 

 

・ 自治体光ファイバ網の開放等は、どのように行われているのか。また、費用の負

担はどのようになっているか。 
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平成 19年 10 月 1日 

株式会社ＮＴＴﾄﾞｺﾓ  

 

 

デジタル・ディバイド解消に向けての意見等について 

 

 弊社では、お客様から頂く携帯電話（ＦＯＭＡ）の電波状況に関するご意見・ご要望にお

応えすべく基地局を計画・建設し、ご満足頂ける品質向上に努めております。 

 平成 19年３月末での屋外の基地局数は、1年前と比べ約 1.5倍、更に今年度末には約 2倍

となる４万３千弱の基地局を見込んでおりエリア改善に取組んでおります。しかしながら、

ご利用頂けない地域もあることから不感地の解消に向けた取組みを推進するため以下のとお

り、意見を申し上げます。 

 

 

【既存補助事業の併用条件緩和】 

 通信の地域格差を是正する取組みとして自主事業でのエリア化が厳しい地域において、移

動通信用鉄塔施設整備事業および無線システム復旧支援事業による補助を頂いております。  

 既存の補助事業のスキームとして移動通信用鉄塔施設整備事業或は無線システム復旧支援

事業を適用して頂く場合に加え、２事業の併用がありますが併用条件が厳しく適用は限定

的です。今後、デジタル・ディバイド解消戦略会議において検討される既存スキームの統

合においては、適用条件の緩和を要望します。 

 

【負担比率の見直し】 

 既存の補助事業において基地局を設置する場合には、国等の負担が 5/6、通信事業者が 1/6

を負担しています。また、ランニングコスト削減を目的とした無線システム普及支援事業

においては国が 1/2、通信事業者が 1/2 を負担しており更に世帯数が 100 世帯未満の場合

は国で 2/3を負担して頂いております。 

 しかしながら、小規模エリアを対象とした場合、これまで以上にエリア内のお客様が少な

く収支が厳しい状況となることから更なる通信格差是正を推進するため事業者負担割合の

軽減を要望致します。 

 

                                     以  上 
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平成 19 年 10 月 2 日 

㈱ケイ･オプティコム 

デジタル・ディバイド解消に向けた意見・提案等 

 

意見・提案等 

「次世代ブロードバンド戦略２０１０」において、整備目標として掲げている 

２０１０年度までに、 

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する 

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を９０％以上とする 

という目標に向けて、 

① 民間主導原則 

② 国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与 

③ 技術中立性の確保 

というブロードバンド整備における原則のもと、整備を進めることに対し賛同致します。 

 

また、その具体的な支援策として、民間事業者に対する投資インセンティブ策の低利融資制度、利子

助成制度並びに税制優遇措置、地方公共団体に対する交付金・補助金の交付並びに地方財政措置等、

整備目標達成に向けてのあらゆる面での支援に対しても評価致します。 

 

ブロードバンド環境の整備は、国民生活・産業経済・地方行政等様々な分野における効果・効用をも

たらすユビキタスネットワーク社会の実現には必要不可欠であり、特に条件不利地域における地理的

デジタル・ディバイドの早期解消には高い必要性があるという認識のもと、弊社としましては近畿圏

におけるＦＴＴＨサービスの普及・拡大に鋭意努力しているところであり、全国に比べ近畿圏におけ

るＦＴＴＨサービスの利用率・利用可能世帯率が高いことの一助になっているものと自負しておりま

す。 

 

しかしながら、地理的な条件の違いによりＦＴＴＨサービスの整備・維持費用は大きく違い、都市化

が進んでおらず山地が多い条件不利地域においては、整備・維持費用が高額となり民間事業者単独で

の費用負担では事業運営が困難な状況にあります。 

 

つきましては、民間事業者による更なるブロードバンド（ＦＴＴＨサービス）整備を推進するために

は、次の２点についてご対応頂きますよう強く要望致します。 

 

まず１点目は、地方財政措置である「ブロードバンド・ゼロ地域解消事業」制度のスキームを、交付

金措置である「地域情報通信基盤整備推進交付金」制度のスキームに合わせて頂き、より幅広く柔軟

な民間事業者への財務的支援をお願い致します。 
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意見・提案等 

具体的な制度見直しとしましては、 

① 交付金措置においては、整備費用に対し交付金による補助では足らない費用を県の補助や合併

特例債等を充当することが可能ですが、地方財政措置においては整備費用の１／２相当額を補

助上限としている（民間事業者が半分以上を負担する必要がある）ことに対し、支援比率を拡

大して頂きたい（地方財政措置においても整備費用の全額まで補助可能として頂きたい） 

② 整備費用に対する地方財政措置としての財源は、過疎対策事業債および辺地対策事業債のみが

対象となっていることに対し、充当財源の範囲を拡大して頂きたい（合併特例債等も充当の対

象として追加頂き、地方公共団体が独自に充当可能と判断した財源は全て充当可能として頂き

たい） 

③ 交付金措置においては通信・放送に関係なく補助可能ですが、地方財政措置においては通信に

限定していることに対し、補助対象範囲を拡大して頂きたい（地方財政措置においても放送（地

上波デジタル難視聴対策）を補助対象に追加して頂きたい） 

 を要望致します。 

 

 また、２点目と致しまして、交付金措置および地方財政措置共に、設備の維持管理費用等のランニ

ング費用についても補助対象として頂くことを要望致します。 

条件不利地域において継続的且つ安定的にブロードバンドサービスを提供するためには、設備の運

用・保守・管理に掛かる設備維持管理費とサービスの向上や設備の老朽化等に伴う設備更新費用等、

相当のランニング費用が必要となりますが、地域間のサービス利用料金格差ゼロや継続的なサービス

利用（低廉・定額なサービス利用料金）を前提にした場合、ユーザーからの料金収入だけではランニ

ング費用を賄うことが困難なため、ランニング費用に対する継続的な支援も合わせて要望致します。

 

 ブロードバンド整備事業に対しては官民一体となって取組む必要があり、国民全体が公平に利便性

を享受できる環境を一日も早く実現することが肝要であるため、是非とも上記要望に対し早急にご対

応頂きますよう重ねて御願い申し上げます。 
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平成 19 年 9 月２７日 

 

デジタル・ディバイド解消戦略会議への意見 

 

 社団法人電波産業会 若尾正義 

 

１ 前提 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 検討課題等 

 

          各地域のニーズ、インフラの現状等 

   

②検討課題２ 各地域に即した対応策〔システム〕の策定 

 

               汎用システムの適用等〔低コスト化〕 

 

 デジタルディバイド地域は、不採算地域であることを前提にすると 

 

  ③検討課題３ 初期投資     各種補助金制度の拡充 

         保守・運営経費等     対応策の検討が必要 

 

①検討課題１ デジタル・ディバイド地域とは    

 

 

例１ 主として通常の商業ベースでは、不採算地域 

課題 ①初期投資 ②保守・運営経費・設備更新経費をどうするか。 

 例２ 電気通信サービスが全国サービスを前提とすれば、利用者が公平に負担

    課題 不採算地域への早期のサービス展開へのインセンティブ 


